
高松地区地区計画の都市計画決定に向けた取組について  

 

１  高松地区が目指す土地利用  

 民間活力を利用した企業誘致を進めるための産業街区形成を目指

し、地域と一体となって高松地区地区計画決定に向けた取組を進め

ております。  

 

２  高松地区の概況  

 皆様が土地を所有されている高松地区は、空き地や駐車場、資材

置き場等の低未利用地、各種事業所が点在するほか、太陽光発電施

設が設置されている状況にあります。  

一方で、広域的な交通の利便性が良く産業街区の形成に適した条

件を備えているほか、市上位計画で計画的に産業地区としての土地

利用を図る生産エリアに位置付けており、土地の有効活用が望まれ

ます。   

 

３  高松地区地区計画に係る住民説明会の開催  

 本市は、地元高松町から産業用地事業推進に係る要望を受け、地  

域と一体となって、令和５年度より地区計画決定に向けて取り組ん  

できました。この度、令和６年 12月の都市計画決定に向けて高松地  

区地区計画（素案）を作成しましたので、高松地区地区計画（素案）

の内容や今後の流れについて住民説明会を開催いたします。  
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プロポーザルにより決定した
開発事業者が開発許可申請を行う。

地区計画の決定後、開発事業者決定プロポーザルを
開始する。
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